
第２９回 京都市奨学金等返還事務監理委員会 

 

日時：令和６年１２月２日（月） 
午前１０時３０分から 

場所：市役所分庁舎４階 第一会議室 

 

 

次  第 

 

１ 開 会 

２ 議事等 

 ⑴ 報告事項 

 ○ 奨学金等返還事務の取組状況        ・・・P.1（資料１） 

 

 ⑵ その他 

 

（添付資料） 

・ 奨学金等返還事務の取組状況（令和６年９月末日現在）  （資料１） 

  

 

（参考資料） 

・ 第２８回京都市奨学金等返還事務監理委員会における了解事項 

 ・ 第２８回京都市奨学金等返還事務監理委員会議事録      
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奨学金等返還事務の取組状況 

 

１ 平成１３年度以降に返還の始期を迎えた債権に係る取組状況（令和６年９月末日現在） 

⑴ 借受者別の返還に関する手続の状況（人数ベース） 

区分 借受者 
全体 

 

完納等 

(注 1) 

完納等 
以外 

(手続中) 

（内訳）令和５返還年度における手続の状況  

返還免除 返還猶予 返還請求 

（内訳）返還状況 

返還済 

(注 2) 

未返還 

(注 3) 

人 数 1,404  458  946  780  0  166  151  15  

構成比 (100.0%) 32.6% 67.4% 55.6% 0% 11.8% 10.7% 1.1% 

 
手続中   (100.0%) 82.5% 0% 17.5% 15.9% 1.6% 

返還請求中      (100.0%) 91.0% 9.0% 

注１ 「完納等」とは、令和４返還年度までに、完納又は全部免除となったことにより、令和５返還年度以

降の対応が不要となった者である。 

 ２ 「返還済」とは、令和５返還年度分（納期は令和５年１０月１日～令和６年９月３０日）までを完納

している者である。 

 ３ 未返還の者の内訳 

 返還協議未了 未納付 分納誓約 所在不明 合 計 

令和５返還年度分が未返還の者  14   14 

令和４返還年度以降分が未返還の者     0 

令和３返還年度以降分が未返還の者     0 

令和２返還年度以降分が未返還の者     0 

令和１返還年度以降分が未返還の者    1 1 

合 計 0 14 0 1 15 

    

⑵ 令和５返還年度分に係る免除、猶予及び返還請求の状況（件数ベース） 

返還年度 対応件数（注） 返還猶予 返還免除 返還請求 
 

返還済・収入済 未返還・未収入 

R5 

1,272 件 0 件 1,044 件 228 件 207 件 21 件 

(100.0%) (0.0%) (82.1%) (17.9%) (16.3%) (1.7%) 

   [100.0%] [90.8%] [9.2%] 

89,089 千円 0 千円 70,205 千円 18,884 千円 18,090 千円 794 千円 

(100.0%) (0.0%) (78.8%) (21.2%) (20.3%) (0.9%) 

   [100.0%] [95.8%] [4.2%] 

注 令和５返還年度分について、返還猶予・返還免除・返還請求のいずれかを行う必要がある件
数及びその対象額である。 

 
【返還猶予の内訳】 

 ○ 在学中のため                 ０件 

○ 収入の大幅な減少のため             ０件 

○ 所在不明のため                ０件 

○ 特別な事情                   ０件 

 

 

 

資 料１ 
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【返還免除の内訳】 

○ 死亡のため ０件 

○ 障害のため ０件 

○ 所得が基準以下のため １，０４４件 

【履行期限の延長の状況】・・・上記「返還請求 ２２８件」の内数 

○ 所得が基準以下のため ２１件 （１４人） 

○ その他特別な事情等                ０件 

 

⑶ 令和５返還年度分までの督促・催告の実施状況 

発行日 
督促・催告 

の対象者 

講じた措置 督促・催告後の返還手続 

督促 催告 
特別
催告 

 
完納 

分納
誓約 

免除 猶予 未対応 

令和 3 年12月 1 日 3 2 0 1 3 0 0 1 0 2 

令和 4 年 3 月11日 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

6 月   1 - 未措置 -      1 

9 月 1 日 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

12 月 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 

令和 5 年 3 月 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

10 月 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

注１ 各発行日に実施する措置は、基本的スケジュールは次のとおりである。 

発行日が 

属する月 

実施する措置 

令和 2 返還年度分 

の滞納者 

令和 1 返還年度分 

からの滞納者 

平成 30 返還年度分以前 

からの滞納者 

令和 3 年12月 督促 催告(4 回目) 特別催告(2 回目) 

令和 4 年 3 月 催告(1 回目) － － 

6 月 催告(2 回目) 特別催告(1 回目) 特別催告(3 回目) 

9 月 催告(3 回目) － － 

※ 履行期限が９月末日でない者に係る措置のスケジュールは、上記と異なることがある。 

個別対応中などの理由により、督促・催告の対象としていない場合がある。 

  ２ ほか、法的措置の前に特別催告、最終催告及び法的措置通知を行う。 

 

⑷ 法的措置対象者 

    滞納者のうち、督促後、約１年をかけて４回程度の催告をしても返還に応じず、法的措置

の対象となる者及び法的措置等の状況は以下のとおりである。 

番号 滞納している債権 滞納額 返還金の年額 法的措置等の状況 

1 
平成 30返還年度分から 

令和 4返還年度分まで 
880,004 円 213,335 円 

令和 4年 4月 1日 

特別催告 

令和 4年 7月 7日 

最終催告 



- 3 - 
 

   

令和 4年 9月 28 日 

民事調停申立て 

令和 4年 11 月 15 日 

第 1 回期日 

令和 4年 12 月 6 日 

第 2 回期日 

調停不成立 

令和 5年 6月 26 日 

民事訴訟提起 

令和 5年 10 月 3 日 

 令和４返還年度分

の履行期限に伴う

特別催告 

※訴額の増額変更 

令和 5年 10 月 24 日 

第 1 回期日 

令和 5年 11 月 7 日 

 判決言い渡し 

（参考） 

令和 6年 1月 31 日 

債権差押命令申立て 

令和 6年 2月 8日 

債権差押命令発令 

令和 6年 3月 27 日 

債権取立完了 

 

２ 平成１２年度以前に返還の始期を迎えた債権に係る免除の状況（令和５年度決定分） 

  平成１２年度以前に返還の始期を迎えた債権については、京都市地域改善対策奨学金等

の返還の債務の取扱いに関する条例（以下「条例」という。）第３条第１項の規定に基づき

返還免除をしており、その決定は、平成１９年度返還分から履行期限が到来した債権ごと

に行っている。 

  また、死亡した借受者については、判明した時点で、条例第３条第２項第１号の規定に

基づき、死亡者免除として返還残額の全額を一括免除している。 

 ⑴ 免除決定対象額（総額） 1,834,035,630 円 

 

 ⑵ 令和５年度免除決定額 8,051,404 円 

  ア 条例第３条第１項に基づく免除（期限到来による一律免除） 

返還対象年度 件 数 免 除 額（円） 免 除 決 定 日 

R4 110 8,051,404 令和 6 年 3 月 14 日 

（参考）累計 23,887 1,823,761,344  
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  イ 条例第３条第２項第１号に基づく免除（死亡による免除） 

返還対象年度 件 数 免 除 額（円） 免 除 決 定 日 

R4 （該当なし） ‐ ‐ 

（参考）累計 5 1,918,500  

 

 ⑶ 免除決定額（総額） 1,825,679,844 円 
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（参考）年度別の免除、猶予及び返還請求の状況（令和６年９月末日現在） 

１ 平成１３年度以降に返還の始期を迎えた債権に係る取組状況（直近５年分） 

返還

年度 
対応件数 返還猶予 返還免除 返還請求 

 

収  入 未 収 入 

30 

1,674 件 0 件 1,488 件 186 件 186 件 0 件 

(100.0%) (0.0%) (88.9%) (11.1%) (11.1%) (0.0%) 

   [100.0%] [100.0%] [0.0%] 

126,592 千円 0 千円 111,631 千円 14,961 千円 14,961 千円 0 千円 

(100.0%) (0.0%) (88.2%) (11.8%) (11.8%) (0.0%) 

   [100.0%] [100.0%] [0.0%] 

R1 

1,662 件 4 件 1,362 件 296 件 295 件 1 件 

(100.0%) (0.2%) (81.9%) (17.8%) (17.7%) (0.1%) 

   [100.0%] [99.7%] [0.3%] 

127,613 千円 233 千円 101,684 千円 25,696 千円 25,586 千円 110 千円 

(100.0%) (0.2%) (79.7%) (20.1%) (20.0%) (0.1%) 

   [100.0%] [99.6%] [0.4%] 

R2 

1,640 件 1 件 1,371 件 268 件 267 件 1 件 

(100.0%) (0.1%) (83.6%) (16.3%) (16.3%) (0.1%) 

   [100.0%] [99.6%] [0.4%] 

123,523 千円 200 千円 102,390 千円 20,933 千円 20,822 千円 111 千円 

(100.0%) (0.2%) (82.9%) (16.9%) (16.9%) (0.1%) 

   [100.0%] [99.5%] [0.5%] 

R3 

1,533 件 2 件 1,271 件 260 件 259 件 1 件 

(100.0%) (0.1%) (82.9%) (17.0%) (16.9%) (0.1%) 

   [100.0%] [99.6%] [0.4%] 

112,144 千円 123 千円 92,423 千円 19,598 千円 19,487 千円 111 千円 

(100.0%) (0.1%) (82.4%) (17.5%) (17.4%) (0.1%) 

   [100.0%] [99.4%] [0.6%] 

R4 

1,406 件 0 件 1,169 件 237 件 236 件 1 件 

(100.0%) (0.0%) (83.1%) (16.9%) (16.8%) (0.1%) 

   [100.0%] [99.6%] [0.4%] 

99,584 千円 0 千円 82,354 千円 17,230 千円 17,120 千円 110 千円 

(100.0%) (0.0%) (82.7%) (17.3%) (17.2%) (0.1%) 

   [100.0%] [99.4%] [0.6%] 

注１ 「対応件数」については、高校奨学金・大学奨学金をそれぞれ１件としてカウントしている。 
２ 金額及び構成比については、合計との整合性を取るため、一部四捨五入して表記している。 

  

  

【返還猶予の事由別内訳】               （単位：件） 

返還 

年度 
在学中 

収入の 

大幅な減少 
所在不明 特別な事情 

30 0 0 0 0 

R1 2 2 0 0 

R2 0 1 0 0 

R3 0 2 0 0 

R4 0 0 0 0 
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【返還免除の事由別内訳】               （単位：件） 

返還 

年度 
死亡 障害 

所得が 

基準以下 
所在不明 

30 1 0 1,486 1 

R1 0 0 1,361 1 

R2 0 0 1,371 0 

R3 0 0 1,271 0 

R4 0 0 1,169 0 

 

２ 平成１２年度以前に返還の始期を迎えた債権に係る免除の状況（直近５年分） 

⑴ 条例第３条第１項の規定に基づく免除  

返還年度 件数 免除額（円） 免 除 決 定 日 

30    719 60,884,730 令和 2 年 3 月30日 

R1 510 42,448,705 令和 3 年 3 月15日 

R2 272 20,377,630 令和 4 年 3 月 30 日 

R3 178 13,185,845 令和 5年 3月 8日 

R4 110 8,051,404 令和 6年 3月 14 日 

 
⑵ 条例第３条第２項第１号の規定に基づく免除（死亡による免除） 

（処理日ごとに記載） 

返還対象年度 件数 免除額（円） 免 除 決 定 日 

24～29 1 1,188,000 平成 25 年10月 28日 

25～34 1 438,000 平成 27 年 3 月 26 日 

 
 


